
セクシュアル・ハラスメントの防止等に

向けた文部科学省の取組 
－第４次男女共同参画基本計画に基づく教育等の場における取組－ 

イ 教育の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策等の推進

①国公私立学校等への周知徹底 ＜参考資料１＞

○男女雇用機会均等法におけるセクハラに関する雇用管理上の措置等について各都道府県・

指定都市教育委員会宛に周知。

②大学における取組促進、防止対策の徹底促進 ＜参考資料２＞

○各大学の学生支援担当者等が集まる会議等を通じ、趣旨や相談体制の事例等を周知。

③セクハラの被害実態の把握、教育関係者への研修等による服務規律の徹底、未然防止

のための児童生徒、教職員等に対する啓発・教育、被害者等が相談しやすい環境づく

り、相談や精神的ケアのための体制整備等

○わいせつ行為等に係る懲戒処分等の状況を含む公立学校教職員の人事行政状況について

調査。

○児童生徒に対するわいせつ行為等の非違行為があった場合には、原則として懲戒免職

とするなど厳正な懲戒処分を行うよう各任命権者に指導。

○独立行政法人教職員支援機構が実施する教職員等中央研修において、学校におけるわいせ

つ行為等の未然防止及び事案発生後の対応の在り方について学ぶ演習を実施。

○各都道府県教育委員会等が実施する研修におけるセクハラを含む公務員倫理・服務の取扱

い状況について調査。

○犯罪被害者等を含む児童生徒の相談等に的確に対応できるよう、養護教諭等と連携しなが

ら児童生徒の心のケアを行うスクールカウンセラーの配置を拡充。

ウ その他の場におけるセクハラ防止対策の推進

①研究・医療・社会福祉施設やスポーツ分野等におけるセクハラの実態把握、被害者の

精神的ケアのための体制整備の促進等 ＜参考資料３＞

○平成 29 年度「スポーツ界のコンプライアンス強化事業」において、コンプライアンスに関

する現況調査や、スポーツ団体が注意すべき事項等を示したガイドラインの作成、スポーツ

団体の組織運営に係る統一的な評価指標の開発、試行の実施等を通じて、スポーツ団体のセ

クハラを含むハラスメント防止等に向けた取組を促進。
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性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について（教職員向け）
（H28.4.1初中局児童生徒課) http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/1369211.htm

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針（改正
H28.8.2厚生労働省告示第314号)（抜粋）
２職場におけるセクシュアルハラスメントの内容
⑴ （中略）また、被害を受けた者（以下「被害者」という。）の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対す

る職場におけるセクシュアルハラスメントも、本指針の対象となるものである。

文部省におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程の制定について（H11.3.30文部省高等教育局長通知）

第4次男女共同参画基本計画（H27.12.25閣議決定）（抜粋）
第2部-II- 第7分野-８-イ（教育の場におけるセクシュアルハラスメント防止対策等の推進）
①国公私立学校等に対して、セクシュアルハラスメントの防止のための取組が進められるよう必要な情報提供等
を行うなど、セクシュアルハラスメントの防止等の周知徹底を行う。

②大学は、相談体制の整備を行う際には、第三者的視点を取り入れるなど、真に被害者の救済となるようにする
とともに、再発防止のための改善策等が大学運営に反映されるよう促す。また、雇用関係にある者の間だけで
なく、学生等関係者も含めた防止対策の徹底を促進する。

法務省における人権相談について
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html

人権相談・調査救済制度リーフレット
相談窓口の連絡先、相談・調査救済制度の手続の流れ、実際の事例などを簡潔に記載し、法務局が行う相談・
調査救済の内容を説明。 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00194.html

外国人のための人権相談について
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html

文科省等におけるハラスメント対策に関する取組

◆相談体制の整備や啓発活動の実施等ハラスメントの防止等にむけた
積極的な取組をお願いいたします。

参考資料２

注）セクシャル・ハラスメント等には，アカハラ，パワハラ等を含む。
出典：「平成２６年度大学における教育内容等の改革状況について」(文科省調べ)
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/005.htm

ハラスメント防止に関する取組状況

（平成２６年
度）

13



学内の相談窓口のほか，学内相談員に相談しにくい場合への対応として，相談サービス・コンサルタント会
社と契約し，専門の相談員が電話等で相談に応じる窓口を設置。
○利用者 教職員，学生等（匿名・実名対応可）
○相談員 精神保健福祉士，臨床心理士等
○手 段 電話：月～金(12～21時)，土(9～17時) ※年末年始,祝日は除く

mail：24時間

学外相談窓口として外部の民間相談機関を活用【群馬大学 H18.4～】

学外の弁護士事務所と契約し，コンプライアンス事案のほか，ハラスメントについても大学を通さずに弁護
士が電話等で直接相談に応じる窓口を設置。
○利用者 教職員，学生等（匿名・実名対応可）
○相談員 弁護士
○手 段 電話：月～金(12～19時) ※年末年始,土日祝は除く

mail：24時間 等

コンプライアンス相談窓口として契約した外部の機関を活用【東京大学 H26.7～】

外部の機関を活用したハラスメント防止取組（例）

学内に「ハラスメント相談センター」を設置し，また学外のNPO法人と契約し，専門の相談員を配置するなど，
相談活動，啓発・広報活動を通じハラスメントを生まない環境づくりを推進。
○構成員 センター長，副センター長，専門相談員
○利用者 教職員，学生等（匿名・実名対応可）
○手 段 開室：火，木，金(10～16時45分）※祝日は除く

mail：24時間 等

ハラスメント対応の専門部署の相談員に外部機関の専門家を活用【関西学院大学 H28.4～】

各国立大学のハラスメント相談窓口

出典：国立大学協会ＨＰより。

※各大学ウェブサイトの該当ページＵＲＬを相
談窓口の連絡先一覧としてまとめ、国立大学
協会ウェブサイト（※）に掲載
（※） http://www.janu.jp/univ/harassment/
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